
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例をここに公布する。 

令和元年９月２５日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦   

 

鳥取市条例第１１号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 

例の整備に関する条例 

 （鳥取市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 鳥取市職員退職手当支給条例（昭和２２年鳥取市告示第５６号）の一部を次

のとおり改正する。 

  第１条第１項中「臨時的任用職員（同法第２２条の規定に基づき臨時的に任用さ

れた職員、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和３０

年法律第１２５号）第３条第１項の規定に基づき臨時的に任用された職員、地方公

務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」と

いう。）第６条第１項第２号の規定に基づき臨時的に任用された職員及び鳥取市職

員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年鳥取市条例第１７号）第９条第１項

第２号の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。次項において同じ。）並び

に」を削り、「育児休業法第１８条」を「地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１８条」に改め、同

項に次の２号を加える。 



⑶ 地方公務員法第２２条の３第４項の規定に基づき臨時的に任用された職員 

⑷ 育児休業法第６条第１項第２号の規定に基づき臨時的に任用された職員、女

子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和３０年法律第

１２５号）第３条第１項の規定に基づき臨時的に任用された職員及び鳥取市職

員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年鳥取市条例第１７号）第９条第

１項第２号の規定に基づき臨時的に任用された職員のうち、常時勤務に服する

ことを要する職員の代替職員として任用された者 

  第１条第２項中「臨時的任用職員並びに」を削る。 

第１４条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を

削る。 

 （鳥取市職員定数条例の一部改正） 

第２条 鳥取市職員定数条例（昭和２４年鳥取市条例第１０号）の一部を次のとおり

改正する。 

第１条中「常時勤務する」を「おいて常時勤務を要する職を占める」に、「地方

公務員（臨時の職員」を「職員（臨時の職に任用された職員」に改める。 

 （鳥取市職員給与条例の一部改正） 

第３条 鳥取市職員給与条例（昭和２６年鳥取市条例第４５号）の一部を次のとおり

改正する。 

  第１条中「及び鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成３年鳥

取市条例第１号）」を「、鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平

成３年鳥取市条例第１号) 及び鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例（令和元年鳥取市条例第１０号）」に改める。 

第１９条第４項及び第２２条の４第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第

１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第２２条の５第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除

く。）」を削る。 



第２２条の７第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法

第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第２５条を削り、第２６条を第２５条とし、第２７条を第２６条とする。 

 （鳥取市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第４条 鳥取市職員の分限に関する条例（昭和２６年鳥取市条例第５９号）の一部を

次のとおり改正する。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適

用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第２２条の２

第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

  第５条第２項中「又は鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成

３年鳥取市条例第１号）」を「、鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条

例（平成３年鳥取市条例第１号）又は鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年鳥取市条例第１０号）」に改める。 

第７条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年鳥取市条例第６０号）

の一部を次のとおり改正する。 

第４条第１項中「給料」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に

あっては、鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年鳥

取市条例第１０号）第２０条で定める基本報酬の額）」を加える。 

 （特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和２８年鳥取市条例第４号）の一部を

次のとおり改正する。 

  別表中地区公民館長の項及び交通安全指導員の項を削る。 

（鳥取市職員の福祉制度に関する条例の一部改正） 



第７条 鳥取市職員の福祉制度に関する条例（昭和３６年鳥取市条例第７号）の一部

を次のとおり改正する。 

  第２条に次のただし書を加える。 

ただし、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する職員及び臨時的任

用職員（同法第２２条の３第４項の規定に基づき臨時的に任用された職員、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第６条第１項第２

号の規定に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出産に際しての補助教

職員の確保に関する法律（昭和３０年法律第１２５号）第３条第１項の規定に基

づき臨時的に任用された職員及び鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例（平

成２６年鳥取市条例第１７号）第９条第１項第２号の規定に基づき臨時的に任用

された職員）を除く。 

（鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第８条 鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年鳥取市

条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の２第２号中「及び地方公務員法」を「、地方公務員法」に、「占める職

員」を「占めるもの及び同法第２２条の２第１項に規定するもの」に改める。 

第１４条及び第１５条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同 

法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第１６条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を 

削る。 

第２２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（非常勤職員の給与）」を

付し、同条を次のように改める。 

第２２条 第２条第１項及び第３項の規定にかかわらず、地方公務員法第２２条の 

２第１項第２号に掲げる会計年度任用職員（以下「フルタイム会計年度任用職 

員」という。）の給与の種類は、給料、初任給調整手当、給料の調整額、地域手 

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、 



宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。 

２ フルタイム会計年度任用職員には、第４条、第５条、第５条の４、第６条の

２、第１３条の２及び第１５条の規定は適用しない。 

３ フルタイム会計年度任用職員についての第１７条第２項及び第１９条の規定の 

適用については、第１７条第２項中「小学校就学の始期」とあるのは「３歳」

と、第１９条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」とする。 

第２４条を第２６条とし、第２３条を第２５条とし、第２２条の次に次の２条を加

える。 

第２３条 第２条第１項及び第３項の規定にかかわらず、地方公務員法第２２条の    

２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員（以下「短時間会計年度任用職員」と 

いう。）の給与の種類は、給料、初任給調整手当、給料の調整額、地域手当、通             

勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直  

手当及び期末手当とする。 

２ 短時間会計年度任用職員には、第４条、第５条、第５条の４、第６条の２、第

１３条の２、第１５条及び第１６条の規定は適用しない。 

３ 短時間会計年度任用職員についての第１７条第２項及び第１９条の規定の適用  

については、第１７条第２項中「小学校就学の始期」とあるのは「３歳」と、第  

１９条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」とする。 

第２４条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、 

予算の範囲内で給与を支給する。 

（職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第９条 職員等の旅費に関する条例（昭和４６年鳥取市条例第３号）の一部を次のと

おり改正する。 

  第３条第３項中「第１６条第２号及び第５号」を「第１６条第１号及び第４号」

に改める。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改



正） 

第１０条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭

和６３年鳥取市条例第１５号）の一部を次のとおり改正する。 

  第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」を

「条件付採用」に改める。 

 （鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１１条 鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成３年鳥取市条例

第１号）の一部を次のとおり改正する。 

  第１２条及び第１３条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同

法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

 （鳥取市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１２条 鳥取市職員の育児休業等に関する条例（平成４年鳥取市条例第２号）の一

部を次のとおり改正する。 

  第７条第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員を除く。）」を加える。 

  第８条第１項中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員を除く。）」を加える。 

 （鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１３条 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年鳥取市条例第５

号）の一部を次のとおり改正する。 

     第８条の３第２項中「（明治２９年法律第８９号）」及び「（昭和２２年法律第

１６４号）」を削る。 

第１２条第１項第１号中「及び任期付短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務 

職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

第１８条中「第２２条」を「第２２条の３第４項」に改める。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 



第１４条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年鳥取市条例第２

号）の一部を次のとおり改正する。 

  第２条第３項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」を

「条件付採用」に改める。 

 （鳥取市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１５条 鳥取市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年鳥取市条

例第５号）の一部を次のとおり改正する。 

第３条中「占める職員」の次に「及び法第２２条の２第１項第２号に規定する職

員」を加える。 

（条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例） 

第１６条 条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

（平成２５年鳥取市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  題名及び第１条中「条件附採用期間」を「条件付採用期間」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条中鳥取市職員退職

手当支給条例第１４条第１項第２号の改正規定、第３条中鳥取市職員給与条例第１

９条第４項、第２２条の４第１項、第２２条の５第２号及び第２２条の７第１項の

改正規定、第４条中鳥取市職員の分限に関する条例第７条第１項の改正規定、第８

条中鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第１４条、第１５条及

び第１６条第２項第２号の改正規定、第９条並びに第１１条の規定は、令和元年１

２月１４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市職員退職手当支給条例第１条第２項の規定は、令

和２年４月１日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退

職手当については、なお従前の例による。 


